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4．調査項目  

（1）施設調査  平成20年度診療報酬改定惰果検証に係る調査  

後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2  
一後期高齢者終末期相言炎支援料に係る調査一  

結果擬要（速報）  

内    容  
施設種別、病床放．開設者、診療‡斗目  

在宅療養支援診療所（病院）の届出状況  

終末期匿佼の粕員研修の実施状況  
終末期の診療方針等に関する話し合いの実施状況  
孟舌し合いを実施していない理由  
話し合い喜美施した患者歓（75歳以上・75歳未満）  

話し合いを実施するうえでの困難  
話し合いの緒果をとりまとめた文言の捷供状況  
文書を提供していない増由  
文書を提供した患者数（75歳以上・75歳未満）  

文吉を提供するうえでの国難  
後期高層者終末期相談支援料の算定状況  
後期高一竜者終末期相談支援網の罪定患者放  
話し合いの結果、診療方針等が「不明j r未定」であった患者数  

退院時に算定した患者の退院先  
初回の話し合い時から死亡時までの期間  
文書の変更回数  
後期高齢者終末期相談支掟矧こ関する考え方  
r終末期医療の決定プロセスに朗するガイドライン」の認知状況  

Ⅰ調査の概要   

1．調査日的  

・医療機関における終末期の診療方針等に関する話し合いの実施状況、言責し合いの結   

果をとりまとめた文書の提供状況を把握  
・医療機関における後期高儀者終末期相談支援料の算定状況の把握  
・緯末期の診療方針等に関する話し合いの実施、話し合いの弁舌集をとりまとめた文書   

の提供、後期高齢者終末期相談支撼粗等に関する一般国民の意識を把握  

2．調査対象  

・木調麿は、全国の保険医療機関を対象とした r施設調査」及び「事例調査」と、一   

般国民を対象とした「意識調査」から構成される。  

・施設調査及び事例調査は、全国の病院から無作為に抽出した1．700施設と、全国   

の在宅療養支援診療所から無作為に抽出した850施設、その他に内科系の診掠科   

目（内科・呼吸器科■消化器科・循環器科・気管食道科）を標模する一般診療所8  

50施設の計3400施設を対象とした。  

・意縫調査は、民間調査会社に登摸するパネル2000名（年齢による層化無作為抽   

出）を対象とした。  

3．調査方法  

（1）施設調査   

・自記式調査票の郵送発送、郵送回収   

・調査実施時期は11月  

（2）事例調査   

・施設納査の対象施設に対して、平成20年4月1日から9月30日に終末期の診  

療方針等の話し合いを実施した事例それぞれについて、担当職種に回答を求めた。  

一調査実施時期は11月（施設調査と同時）   

（3）意識調査   

・自紀式調竜雇の郵送発送、郵送回収   

・調査実施時朋は11月  

－l－  

調 査 項 目  

後期高齢者液未納相談支睦蛸の点蝕・エ定要件の改善すべき点  

（2）事例調査  

区  分   内    容   
・記入者の職権  

事例属性項目     ・愚者の年齢、性別、主傷病  
・話し合い時の僚兼状況  
・後期高齢者終末期相談文理科の安定状況   
・話し合いを実施した日付  
・話し合いに参加した職種等  

調 査 項 呂        ・話し合いの内容  
・話し合い後の患者、家族の様子  
・話し合いが患者、家族にもたらした影響   

1 調査結果の概要   

1．施設調査  

（1）回収の状況く屈表1－1）  

（3）意識調査  

区  分   内    容   
・年齢、性別  

・医療、介護関係の仕事への就業権験の有無  

属 性 項 目        ・病気やけがによる入院姓鞍の有無  
・大切な人を亡くした健験の有無  
・終末期の話し合いへの参加権験の有無   
・由無従事者と終末期の診療方針等に関する話し合いを実施意向  
・話し合いを行いたい内容  
・話し合いの結果をとりまとめた文書の提供希望  
・話し合いを行いたくない理由  
・文書の提供を希望する理由  
・文書の提供を希望しない理由  

調 査 項 目                    ・話し合いの実施．文書の提供公的医環保険から葡l桝が支払われること  
への考え  
・報酬が支払われることが好ましいと考える理由  
・報酬が支払われることが好ましいと考えない理由  
一枚期高■富者終末期相談支援斜における75歳以上という年齢区分に対  

する考え  
・後期高齢者終末期相談支援斜に対する考え  

施設種類   発 送 敢  有効回収数  回 収 率   
病  院  1．7（氾件   ヰ78件   28．1％   

一般診†無所  l，700件   471件   27．7％   

（2）回答施設の属性  

①病院  

・開設者（図表1－2）  
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一終末期に関する研修の実施状況く国表ト4）   
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（2）終末期の診療方針等の屈し合いの実施状況   

・終末期の診楳方針等の話し合いの英施状況（国表トB）  

管一般診凛所  

・繍設者（図表卜5）  

告 二十  
N⊥J／1  

■二‘  

病 宗  
け14丹  

モ宅照童j吊正雄拍  

（「」21エl  

⊂の1町几詩曾山  

Zう7l  

11qJ Tqヽ   2√へ  Jリ▲～  ・〉01】  〇り＼  60■＼  了G′1  ゝ0‘〉   ら01ノ 】∪じ’っ  

□回 8公的区政恕‘ゞ】81ま踪侍閏任団ほ n区点法人 □1≡1人 口≡ウ）杜D千明  

30， 4J】 51）□  6じ一J  70亡r dU   90  1〔n■‘   

〔いる   8冥絶していない   8不鞍  

▲   ／  

・終末期の診療方針等の話し合いを英摘しない理由＜複数回答＞（図表ト9）  
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・在宅療養支援診療所‥ 214施設（一般診按所の45．4％）  

・芋たる診原料自・・第1位 内科  27Z施設（57．7％）  

第2位 消化器科1ヰ施設（3．0％）  

第3位 外科  11施設（23％）  

′′  整形外科11施設（23％）  

・終末期に関する研修の実施状況（図表ト7）  
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（3）終末期の診療方針等の話し合い結果をとりまとめた文書の提供状況   

・終末期の診療方針等の話し合いの実施状況（図表ト8・再掲）  

・終末期の診療方針等の話し合いの実施状況（国表1－8・再掲）  
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・平成20年4月－9月までに話し合いを実施した患者数（図表1－18）  

【75歳以上】  
話し合い精巣をとりまとめた文書の提供状況（図表ト1り  

均値  最大値  最′Jこ値  標準膚釜   

20．5   

7．5   15．2人  164人  0人    4．0人  52人  0人    1g人  12人    2，5   

ロl呈供していない ロ郎罠供している F全て描供している □不明  

話し合いをするうえで、国難に感じていること  
話し合い結果をとりまとめた文書を提供しない理由＜複数回筈＞（図表ト12）  

病   院  在宅療養 支援診療所  その他の 診療所  

（N＝137）  （N＝90）  （N＝46）  これまで患者・家族から文書提供の要望 がなかったから   606％ 凹  61．1鴇  500％  話し合いの際の言葉のニュアンスを文言 で伝えることは難しいから  43．1篤  47．8蒐  43．5％  文吉化を意対することで効果的な話し合 いができなくなるから  73％  21．1％  8．7％  匝也  16．鍋  16．7％  30．絹  
本人の意思確認ができないケースが多い  
家族の意見にばらつきがある  
家族の希望と本人の状態倹にギャップがある場合の対応  
本人や家族に医頑個の意見が哩鮪されているか不明な場合がある  
医療側と愚者の家族との間が疎遠な媛合の対応  
豪族が告知を拒否する鳩舎の対応  
回彼の見込みがないことを納得してもらうこと  
愚者によっては精神的なダメージが大きいこと  
どの時朋を熊末期とするかは医師によって異なること 等  



（4）後期高齢者終末期相談支援料の算定状況  ■話し合い結果をとりまとめた文書の提供状況（図表ト1ト再掲）  

平成20年4月～9月までに75戒以上の  した施設  
病院  ：44施設（病院のg．2％）  

在宅療養支ほ診療所：10施設（在宅療養支援診療所の4．7％）  

7施設（その他の診療所の2  その他の診療所   

平成20年4月～9月までの後期高齢者熊末期相談支I農料の算定状況等（図表1－14）  

・平成20年4月－9月までに文書を提供した患者数（国表ト13）  

【75歳以上】  ‾ 
扇表種類  施設数  平均値  最大値  最小値  操準偏差   

病  16．8   院  53件  11．8人  87人  8人  
在宅療養支援診療所  21件  4．8人  52人  0人  12．0   

その他の診療所  9件  3，ヰ人  12人  

施設種類  施設数  平均値  最大値  最小I直  標準偏差   

病  院  53件  6．1人  50人  0人  108   

在宅無毒支援診療所  21件  0．8人  9人  0人   2．0   

その他の診療所   2人   0人   0．丁   

・文書を提供するうえで、困難に感じていること  

・患者や家族が医療用詣を理解することが幽艶であり、共有できていない  

・話し合いの際に同意した内容と、文葦提供時の希望が異なる場合があり、頻回の変更が  

必要になること  
・全て患者に伝えるべきか迷う  
・全ての内容を文責化するのは難しい／どこまで詳細に記述するべきか迷う  

・文菩を作成する時間的余裕がない  
・家族の意見に不一致がある鳩舎の対応 等  

【在宅療慕支援診療所】  
4～6月   7～9月   

入院中の居着   退 院 時   0人   0人  

死 亡 時   0人   0人   

入院中以外の点者（死亡時）  2人   1人   

（5）後期高齢者終末期相談支援料について   

・後期高齢者終末期相劇支援斜に関する考え＜複数回答＞；話し合いの実施の有繁別  

（図表1－17）  

・死亡時に算定した患者の初回話し合いから死亡までの期間（国表1－15）  

算定患者  
（N＝59）  

病  院   在宅撫養    その他の  
支捜診療所    診 療 所  

実 施  非実施  実 施  非兵価  実 施  罪実施  

H＝209  H＝268  N＝＝112  炬102  H＝56  N＝102   

診療報酬で群瘡することは妥当である   ヰ0．2％  25．7％  23．2％  Z75％  21．4％  〕1．5％   

終末期の話し合いを診療報酬で評価することは妥当だ机  
話し合いの結果の文吉提供を算定要件とすべきでない   

丁5歳以上に限定せす実施すべきである   55，5％  37．30ん  10－Z％  36．∋％  Z8．60ん  35－5qん   

終末期に限らず病状の急変や診療方針のま更等の話し合い   49，3％  コ6．1山ん  コ1．コ○ん  之5．5％  17．9％  22．0％   
を評価すべき  
後期高齢者終末期相談支援料の点数く200点）が高すぎる  0．0％  0－0％  1．8％  0．00ん  0．0％  0．5％   

後期高齢者終末期相談支援料の点数〈200点）が促すぎる  ⊇3，4％  1t；．4％  15．2％  26．5％  7．1％  14，08ん   

5．】％  7．10ん  6．3qん  8，8％  10．7％  8．0％   

もともと詮損報百lによって評価する性月のものではない  ヱ之一0％  之1．6％  384％  ココ．3つも  39．ユ○ん  21．5γ凸   

後期高齢者格末期相談支組料を知らない   19％  10．80ん  8．0％  1ヰ．7％  250ヤ○  21．5％   

11．0％  5，ZOん  8．0％】  3．90ん  12．5％  S．00ん  診療報酬で評価するのは時期尚早である                                          その他  
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舛回答のあった安定患壱59人（病院・一般診療所8施設）についての集計  

・算定患者の文書等の変更回数（図表ト16）  
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※同省のあった算定患者41人（病院・一般診療所8施設）についての集計  



・「終末期医破の決定プロセスに関するガイドライン」の言君知度（図表ト18）  後期高齢者終末期相談支援料の点数・算定要件に関して改善すべきとこ  
「  ・国民のコンセンサスを十分娼る必夢がある  

・あえて領洲化する必要はないのではないか  
・話し合いは何回も行うのに、1回のみの点戟算定Lかできないのはおかしい  

・退院時、死亡時の罪定ではなくし話し合いを実施した時に罪定すべき  

■点数設定が低すぎる  
・後期高齢省に限定する必要はない  
・結末期の定義自体が不十分である  
・家族の範囲を明矧二すべき  
・文吉化することで契約のようになってしまう  
・変更が多いため、一律に文言化する必要はないのではないか  l） 10†． フn■。 3n■レ  4（）d． 50㌔  60q。 70≠． e肌 〔」nlu IC（）】J   

て‖甘告を乱‾．こいる  □／十年11如っているが拘留rl射ら1iい  

8行たを加ら亡iい  ロイ、明  

通常の診察の際に話し合いを行っており、r連珠1時間以上」の要件は不要ではないか  

L二竺竺竺竺竺三誓て一三竺ぞき指ることが困難である 等  

イ終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」の認知度  
：話し合いを実施している施設のみ（阻喪トり）  

†  

nd。 ICO． 7D－。 3G81 qD㌔  S帆  60㌔  7nl。【ミC8； 9n  柑Oq 
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2．事例調査  

（1）回収の状況（図表2－1）  

主傷病く図表2－5）  

事例蝕  割  合  累積割合   
272件  1l．2％  11．2％  

230件  9．5％  20．摘  

性  190件  7g％  286％  

168件  6．9％  355％  
155件  6．4％  41．9％  

生  131件  5，4％  ヰ7．㈹  

104件  4．3％  51．7％  

72件  3．0％  54．鍋  

65件  2．丁％  57－3％  

直  63件  2．6％  5gg％  

797件  32．9％  92．9％  

1丁3件  7．1％  100．0％   

計   2．420件  100．0％    ＼   

その他の悪†生新生物  
肺炎  
気管、気管支及び肺の悪  

脳権芸  
胃の悪性新生物  
肝及び肝内胆管の悪性新  
その他の心疾透  
腎不全  
脳内出血  
直腸S状結腸移行部及び  

その他  
無回答  

「‾‾‾－  事 例 票  
病  院  2．213件（136施設i†）  

一 般 診 硬所  207件（70施設分）  

計  2．420件（206施設分〉  

（2）回答事例の属性  

n【9  10■－   20‘1  ユ0リ，  40■．  50コi  60t）  7り■。  a【i  900】 100■J  

口佃コむ虎口406檎b6卜6鳴日用－7q患ロ7579恵口80銅虎」コ門競ぃ上■不明   

・性別（図表2－3）   

・後期高齢者終末期相談支援料の算定患者数・■・57人（75歳以上の患者の3．3％）   

・事例票の記入者－・・看護婦648％ 医師9．3％ その他25．5％  

（3）話し合いの状況   

・平成20年4月－9月の話し合いの回教（国表2－6）   

舎 討  
（M二24フD）  

0‘， 10■や  ZO’，  コロ1  4ロ■。  501J  60∩．  70∩．  80l1  901， ＝）り勺，  

□男†三  日文校  ■不明  

■話し合い時の療養状況＜複数回答＞（国表2－4）  

【全   体】  【病   院】  【一般診療所】  
Oq。  2blJ うO19 ／5l。 】e飢 D■、  25■∫  5〔声t。 J5－． 川帆  0㌔  2b¢。 し仇     1nl〕1．  

朋沌［＝＝｝7P一 ⊂＝コ〉・㍉［トー  

□24コ】e 酬□22肌  □6肌  

棚車   …  ロ92、】 
冊7）  

トニ2′．2。）L）′ Nノ2細  ［二二］G・・i；  

一1う  

会 計  
（Nニ24ヱ0）  

n’っ   ＝〕n，  20■a   30「．  ヰ0【．  〇飢   GOlb   70㌔   日肌   gOl－  10〔八  

□1回  仁拒】 83回  □咽  口剰司等  

－1回当たりの話し合いの時間（図表2－7）   



（4）話し合い後の患者・家族の状況   

・話し合い後の患者本人の様子（国表2－10）   

・話し合いに参加した職権く複数回答＞（国表2－8）  

001  25Ji  500i  T：Il lO（）㌔  

視   族  
自院の【を値  

自校のせエ雀択ヨ  
姓名才人  
打竜†逼i止士  

訪問召二覧ステーションの  
看過眼員  
介封＝社員  

■ 持lミn  

他院の医師  
莞 翻 師  

弛仮の召ま≠職員  

台 石十  
（N＝2420）  

0－． 10∩】  70■。  30ワ。  4【I．  50■。  61）■．  7（〕○。  80－。  gnl－ 108㌔  

った  
：誓：‡ニ‡ニごニ？乱合わ冊よかった・ 

l□わから机、  
□不明  

・話し合い後の家族の綾子（図表2－11）   

P
か
師
師
い
師
恒
虹
 
 

合 計  
（Nニ2420）  村

 
 
他
 
 
の
 
 
 

の
 
 
 
 
1
 
 
 
 
－
 
 

0、． 10ウ⊃  2U■。  30一。  4飢  50†。  60’．  7（】∩⊇   80■一  gOへゝ 10（〕OD  

三、・誌 □どちらかといえは、話し合ってよかった  

冊別冊血二耶酬はよかった                                                            n環転け話し合いに同庶しな かった  
□不明  

1   

一話し合いが患者・家族へもたらした影響く複数回答＞（図表2－12）  

・話し合いの内容＜複数回答＞；患者本人の参加の有無別（図表2－g）  

【患者本人が参加した事例】  【患者本人は参加しなかった事例】  
0▲－   25㌔   50■， J5㌔  100■q O■0   25－，  50‘，  75㌔  10帆  

1．121件  哺．3％  

れたようだった       748件  30．9％  

5g4件  24．5％  

366件  15．1％  

169件  7．Ol  

116件  ー＋8I  

2（）件  し1＼  

18件  0．7％  

132件  55≠  

473件  19．5l  

2．420件  100．0≠   軍例数  割 合  

予．叫される痛‡大の変化  

†も伏の変化に対応し／こ  

匡一最上の苅眼下法の伐明  

廷針＝関する相談・希望  

扇親の埼のi建えカの相伏・希望  

†農薬蟻†月についでの帽伍・希望  

讃族にかかる宍比布膵膵の三党明  

介王室や生麺支1ちについて  

の柑机■未墾  

斐矧こついての相ほ・絶望  

不安が軽減されたようだった  
愚老にとってよりよい（自分らしい）決定に生かさ  

医事な提供者への信嬢が深まったようだった  
患者と家族の間で思いが共有されたようだった  
家族の悲しみが深まったようだった  
迷いや混乱が生じたようだった  
医療提供者への不信感をもったようだった  
思考の元気がなくなったようだった  
その他  
特になし  

3．意識調査  

（1）回収の状況（図表3－1）  
・医療及び介謹関係の仕事の就業枢験（図表3－5）  

【医療関係の仕事】  【介泣関係の仕事】  

（2）回答者の属性  

・過去5年間での入院経験く家族のものの含む）（図表3－6）   

（N＝し209）  

自分が入嘱した  

寮牒が入院した   

自分、諒脹ともに入院した  

その他  

わからない  

入院したものはいない  

無回答  

0ゝ  10†●  281  30t。  ヰ0！。  5（Pi  6飢   701  80†。  gOl。 100㌔  

l占品二2議i㌫－3g姦i元4占有七諒二車重≠亘亘65二Ti嘉▲盲i5荻上ト  

・性別（図表3－3）  

OIJ 】0㌔  20㌔   30！．  4帆  50㌔  6（汽  70㌔   801。  gO一。  tOOl，  

□男性     □女は   

・年齢階層別にみた性別の状況（国表3－4）  ・過去5年間での身近な大切な人を亡くした経験（図表3・7）  

（N＝l．2（】9）  0！∪     ＝）t。   201。   30■。   40†。   500，  202！〉歳  

（N＝119）  

30－39慮  

（N＝＝1R3）  

10－49占芝  

（N；＝197〉  

50－59緩  

くN＝210）  

80－64歳  

（N＝1＝＝  

G5一丁4爵  

（N＝243）  

丁5且以上  

（N＝コ1091  

こ∴二  

∴ ニ ■．二 ∴∴∴             二こ＝∴ ∴二二二∴：∴＝ニこ・＝こ            二∴＼▲             ∴∴ ∴∴∴二二  
・終末期の話し合いの参加状況く図表3－8）  

合計  
（N＝85り   

01ノ  10■丁  20’書   30ヽ  4（】一0  50亡，  60－亡   70」ら   80■T  90一寸 lOO【9  

b卿±    口支社  0㌔  10■．  20㌦  301。 10，。  50¶i 6n1  70暮一  80†0  901  TOO㌔  

ロ参加し／＝ □孝旭しなかった 1扇田箭 



（3）終末期の治療方針等についての話し合いに関する意識   

・終末期の治療方針等の話し合いの実施意向（国表3－9）   

・年齢階層別にみた話し合いたい内容＜複数回答＞く図表3－12）  

一   
予完指1t吉宗音読音読表高  1  盲詣豆  
病状の変化に対応した医療上の対処方法  
諌族にかかる具体的負担の説明  
真用についての相談・希望  
介護や生活支援についての相談一希望  
頼義場所についての相識・希望  
最期の時の迎え方の相談・希望  
延命に関する相遠・暴呈  

865も   

■ 1l   

’〕Jヽ  

45．師  

448％  

552為   

こ1．－トI   

31％  

2r〕1 ：1†）1       5（1■→   さ0－】  7こ1）  Eq【T   〇0■。  川つ   

を＝〉、†二い  口：与し占いを＝し、／二く左い  ロトた、〔，rこい  n歳旦ほ  

た終末期の治療方針等の話し合いの実施意向（国表3－1（り  

たり，7J」              421勺                      143ヽ        【＝コ′一             に     66左                         白飢l            ■ 3581                0し                 已う什l              二】Snr   i：1⊆   10日一リ  ／   ＝・ト ニRi7・            4フu■           川2tv  帽        8（■5うレ                 5．3●け，               丁け－■   
0が  

t1  

2b㍉  

OS‘o    n日1  

（  

1汽  

iその他  

・終末期の治療方針等の話し合いの実施意向（図表3－9・再帰）  

＝γ■   フLj一｝   【】  ＝ノ′．  ⊂い′   6り。  7り    とげ（  耶‘． 1しげ   

口云岳し．告いき行い†い  ロ≡毒し白い＃j7いr二くなし、 田rJから左い  白熊匡吉  

・話し合いの内容をとりまとめた文書等の提供の希望（吼義3－13）  

r  r  

J  

・話し合いたい内容＜複数回答＞（国名3－1り  

予耳はれる病状の変化の説明  dり肌  

病状の変化に対ん二、した医栢上の対処方涼  ・866ユ，  

等九引こかかる具体的負担の説明  74飢  

距用についての相読 希望             691，】  
・     ［：二＿二＝ 、  

卜■∵二 ∵車射－）  原器備についての稚誠寄望   

文書等の提供を希望する理由＜複数回答＞  （図表3－14）  

説明を受けたことについて、後で碍諾したいから  

参加できない家族も含めて、家族全員で、話し合いの内容を共有したいから  

話し合った方針を、後で様諾したいから  

医療側にも、合意した内容を共有してほしいから  

農期の時の迎え方の相は・童望  
i塁命に配する相．掛橋望  

その11†I□39㌔  

総    数  

（4）終末期の治療方針等についての話し合い等に対する費用の支払いに関する意識   

・公的医療保険から医療機関に対して相談料が支払われることへの意識（図表3－17）  

・話し合いの内容をとりまとめた文書等の提供の希望（国表3－13・再掲）  

文書等の提供を希望しない理由＜複数回答＞（図表3－15）  

・終末期の治療方針等の話し合いの実施意向（国表3－9・再掲）  

診僚黄が支払われることを好ましくないと考える理由  

・相談は診療に含手れていると思うから  
・高齢者の経済的負担を恕くしたい  
・相談で車用が発生することが納得できない  
・相談は医療行為ではないと思うから  等   

話し合いを希望しない理由＜複軌回答＞（国表3－16）  

病状や今後のことを知るのがこわいから  
家族に心配長かけるから  
話し合う必要性を感じないから  
青息や希望を聞かれても、自分では決められないと思うから  

話し合いの結果、自分が望まない方針に決まってしまうかもしれないから  

自分の意見がうまく伝えられないと思うから  
医師や看護師、その他の医療従事者の説明を十分に理解できないと思うから  

20  

2D   

15   

14   

し   
9  

≡璽’ニ≡≡  相談したい人が他にいるから  

絶    故  

自然に任せたいから／自分のことは自分でノ丸めたいから 等  



・年齢階層別にみた公的医療保険から医療他聞に対して相談料が  
支払われることへの意識（囲嚢3－1g）  

202g蕨  

い」＝】†D）  

30コ9爺  

（N＝1e3）  

40・49歳  

（N＝1シ7）  

5（卜59憩  

（N＝2・10）  

60－64弘  

（N＝l18）  

6！卜71歳  

（N＝243）  

7う歳以上  

（N＝10；り  

0－b lO●，  2机  30㌔  40■0  50－，  80ヽ  70■－  80ヽ  90■。 用0■。   

［車重ら十・ 耶手札くない ・どちらともいえ小  口振回筈  

・後期高齢者終末期相談支援斜に関する考え  
＜肯定的意見＞  

・終末期の相談支援料は良い制度だから、普及させていくべきだ  

・納梓できる鳩巣が出るなら良い制度である  
・十分な相談ができる体制を整えてほしい（医療従事者の琶成など）  

・医療機掛や医師で差がないようにしてほしい  
・息者側が安心慈を持って過ごすために必要である  等  
＜否定的意見＞  

・終末期の相談支援判は不要な制度だ  
・相談は通常の診療lこ含まれているはすだ  

・今以上に医傭nの支出を増やしたくない  

・医僚機酎の営利目的に悪用される  
・医療機関への優遇措置としか患えない  等   

＜その他意見＞  

・年齢区分は不要である  
・費用の領によって賛否が分かれる  
・医師不足や医療従事者の忙しさのため十分な相談ができるのか疑問だ  
・親身に相談に乗ってもらえるのか不安がある  
・形式的な相談に終わらないか心召己  
・お金のある人とない人との問に塞が生まれそうだ  
・r後期高齢者」という名称に不済だ  

・国民への説明が不十分である  苛   



「外来管理加算の音義付けの見直しの㌢笠調庵」  

〔告示〕  
「誇拍報謝の打左方′主 平成20年任生者動省告示茶59号   

A80ユ 再診J4  

1 病院の椙合  6q与  

2 語砕所の賜合  71月  

庄6 人院中の患者以外の若者に÷ケして、酬皇子を捕族廷l竃蔓並びに別に性土方  

伽大臣が定わる模丘並びに第7部リハヒリテ－ション、煎8帥結沖卓も専門  

禾妓、第9封5処冒旦．第10郎手術．蒸11帥麻酔及び誘12部放射線治穂をキT  

わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な匪軍曹埋を行った接  
合は．外来菅】翌加餅として、所定。キ奴に52点を加辞㌻る。  

【課長通知〕  
1吉；捺印酬の訂定方法の制定等に11う実施上の岩音耶捌こついて 保匝免第01nSO口l号」  

Å001 再診料  

い＝ 外来雷撃血ば  

ア 外来菅哩加算は、如罠、リ／＼どリナノヨ／等（詮麻縄副長抜のあるl）のに「P  

る．）を行わすに計画的な匝字音埋を持った場合に評定できるものである。  

イ 外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問㍑と詳細な身体詮無（視  

診、貯詮、打詑及び触診等）を行い、それらの箆果を昭まえて、唐音に対Lて症  

状の再確詔を行いつつ、病状干jな葉上の往昔点等を鰹切7呼に説明するとともに、  

魚者の舵藁上の疑問や不安を角写消するため次の取組を7丁う。  

t提供される診炉内容の事伊＝  

l間諾L、乳首の締えを耗活する  

「今日杓ったお話で11、官署輔卦処方した蕪を飲んで、華人は下がったけ  

れど、咳が抗き、燥の切れが悪い。』ということですお㌧」  

2 身体診敷こよって得られた所見及びその所見に基づく医芋的川断等  

の吉見明を行う。  

「語崇した結果、号転のリンパ節やのどの弛れは良くなっていますし  

桐の富L問螺ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていま寸  

∴・． t  

i ニれまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明一指柔を行う。  

「先日ワ）発熱と咳や帳Ii、ウイルスによる風邪の症状だと考えられ三  

すが、○〔〕さんはタ／くっを吸っているために．のどの粘膜が過敏で、ら  

よつとした剛毅で咳が揖やすく、廣がなかなか切れなくなっているよう  

てす。症状メ偏ち恐くまで、Lばらくの膵＝まク／く］を控えて、射り宅を1  

分に加湿し、外用するときにはマスクをしノた方が良いです上。」  

参 考 資 料  

「後某月高齢者にふさわLい医療の実施状況調査1」  

〔告示〕  
「≡妄疲執酬の算定方法 平成20年厚生労働竃◆告示第59号」   

BO16 後妻切高齢者診療料  らりq点  

注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方歴年  

局長等に届け出た保険医療肋間が、後期高齢者の心身の隠性を托まえ、入  

院中の患者以外の密着であって別に厚生労働大臣が定める疾吏を主病とす  
る後∋明高齢者に対して、瞥者の同語を得て診療計画を定！離勺に策定し、計  

画的な医学管理の下に、栄軋安静、運動又1ま日常生別こ関する指i芹モの  

他療荘上必要な指薬及び；今暁（以下この乱こおいて「i券欄高齢者詮疾Jと  

いう。）を行った揚合に、患者l人につき1月に1桓‖こ限り師走する。た  

だしノ、当技患者について区分番号AOOOに掲ifる初詮料を策定Lた臼の  

捕する月又は当技僧者が退院した日の属する月（同月に入院日及び退院  

日がある月を除く。）においては節足しない。  

2 後期高齢者診療を貴けている選者に対して行った第1瓢医学管理等（区  

分番号BOO9に掲げる診療清種提供料川、区分番号BOlOに掲げる詔  

稀借托提供料㈱∴区分番号80 ■アに掲げる後期高齢者外来避続稿密事I及  

び区分番号BO18に掛ナる横川高齢者終末期相談支援料を除く。）、第  

3部検査（第5詳に規定する薬剤科及び繋6蔀に規定Tる特定保険医森村  

科料を降し∴）、第4邦画慢診断（儒4節こ規定する薬剤料及び窟5拝に  

規定する魯左保険医搾材料科を除く。）及び誘9部処赴（菜2前に規定す  

る処匿医療機鋒等加算、第3訊こ規定する薬剤鼎及び第4前に規定する特  

定矧廣医療材料料を除く。）の窄用は、後期高齢者吉夢僚fiに含至れるもの  

とする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像詑斬及び  

処掛こ庄る詑用は，所定点数が550点未済のものにn反り、当言長話僚挙＝こ含  

王れるものとする。  

3 第2部在宅匡脛（区分番号COOOに掲げる往診料を除く。）を算弄し  

ている接合については，夢定しない．  

〔課長通知）   

r診療報酬の算定方法の制定引こ伴う異見上の留意事項について 提匡莞茶0305001号」  

BO16 後期高齢者診麓料  

（l）後期高齢者吉夢姫旨4は、櫻性疾患を有するi箕斯高齢者に対し、踵琵的な誇療を提供  

し計画的な医学管理の下に、患者の心身の特性にふさわしい外茶庭探の提供を行う  

取組を評価ナるものであり、診療所及び当這病院を中心に半径4キロメー」→レ以内  

に詮碩所が存在しない病院にさゴいて算定できることとする。   

41£者の潜在的な疑問や不安ミ盲を汲み放る取組を行う，  

「他にケ）からないことや、知二なること、ご・L、芭Pな、とけありません  

一．ニ  

ウ イに規定する言合裏にこどする時間としノて、医師が蓑際に据ゎ5分を超1て直接詮   

無を行っている場合に算定できる．この場合において、診寓を＝っている時間と   

け．聖者が診察雲に八重した時点を診察開始時胤 退室した峠キを訟寿潔了時間   

とし．、その間一草して医師が。聖者に対して問診、身体診察、療養上の指導を行っ   

ている精舎の時抑こ関る。また、患者からの聴取葦竣や診察所見の要点を診府闇   

に記赦する。併せて，外来管理加芽の時間要件に接当する旨の言己胞をする．  

ェ 外来管理加許は、漂節する診療捌こ問保なく算定できる．ただし、花数科を漂   

伐する保険医舵機偶において、外来患者が2以上りく悪病で凄牧子4を安富要し、＋－方   

の科で処置又は手術等を行った場合は、他キ‖こおいてほ外ノた管理加弟ば持定でき   

ない。  

カ 区分哉号†co（〕0」往給料を算定した競合にも、再診トトに加えて外来管理皿   

節を算定できる，  

力 投菓は本来直接本人を診察した上で適切な藩剤を投与すべき：あるが．やむを絹   

ない非情で看掛こ当たっている者からプ丘状を筐‡lいて頭割を没年した場合において   

も、術詑f射ま詐定できるが、外来管理加糾ユ算定できない。  

キ「信6」の厚生労働大臣が別に定める検克とほ、穎2墓第3吉l牒3節生体穣左耳l   

のうち、次の各区分に掛rる！、のをいう。  

壌普妓検証等  
脳波櫓立寄  
神崖■筋賄宜  
耳鼻咽喉科守的棒崖  
眼科竿的検査  
負荷訣該等  
ラジオアイソトプを用ノ、た詣検羞  

折況鎧検査  



性脂脱皮Ⅷ隔すること．）   

オ 年1回以上の箪血検査（血液中の亦皿球乱血色奈良（ヘモグロビン値）及び  

ヘマトクリット値を制定すること。）  

カ 年1回以上の肝機能検査（GOT、GPT及びγ－GTPを測定すること．）  

キ 年1回以上の血蒐検査（聖徳噂血糖又はヘモグロビンA．cを測定すること。）  

（a）市町村が実施する牲戊診盃及び保健梅垣の内容を診舵計画に反映すること。  

（91≡五和高齢者の生活機能を含んだ評価の実施に当たっては．関係学会等よりガイト  

ラインが示されているので、吉事価が適切に冥施されるよう十分留意すること。  

（18）当接居着の農業状況及び薬剤服用歴を当苫真理者の義則服用歴が経時的に管理でき  

る手帳（区分番号「BOll－－3」薬剤情緒提供料の（2）に掲げる手帳をいう．）  

等により確認すること．≡た、院内処方を行った磨子音が当き慶事擢を所持している撼  

合は投案内客等を記催すること。  

（‖）後抑．名節者診療箪‖士、当該患者に封して主病である1璧性疾患の吉舎樺を行っていも  

保険医横隙間が軍左するものであること。  

（12）避綬的な払暁を提供する視点から、当該保険医環伐閲においては、同一の保険居  

による診療を行うことを原則とする。ただし、都合に上り他の保険医が診療を行っ  

た場合であっても、後期高齢者診療科を算定できることとする。  

（13）2以上の診療科にわたり安富会している場合においては、主病と夏告められるづ塁性疾  

患J）桧原に当たっている給紙科においてのみ軍産する。  

（14）主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中・L・となっている慢性疾患をいうもの  

である。  

（15）後期芦，齢者診療柚ユ．別に任生労働大臣が定め引斐性疾患を圭病とする張毒＝こ対  

し、実際に主病を中心とした原義上必要な管理が行われていない環合や対診又は依  

圭利こより検査のみを行っている程合などの実健的に主病に対する治較が行われてい  
ない場合には算定できない。  

（16）同】保険医舵S建閑において、別に厚生労働大臣が定める根性疾患を主病とする凄  

致の悪者の診硫を行っている桜合において、後期布齢者診療科を算定する患者と算  

定しない建者が混在することはありえるものであること。  

（17）往診又ほ先詣等による再診時に行われた指導及び三多掛ま、後期高齢者診擬粒の算  

定の墓場となる指導及び診綻とはならない。  

（18）同月において、第2帥在宅医披第1節、窮2節（ただし、区労番号rconO」  

往診料．区分番号「COO4J放念搬送診療科を除く）を茅左した思者は後期高齢  

者診療料を算定できない。  

（19）凄期高齢者診娠紬ユ、当言責点飲を算定後であって病状の急変等により自院又は他  

院に入院した場合であっても算定できることとする。  

（20）当該月に毒炎期高齢宅診療糾を訂定した想．者の病状の悪化辱の場合tこは、翌月に後  

柑高都者診庶料を算定しないことができる．ただし、そのも賢合は、理由等を診ま学事日  

酬明知省の愉蛮御に記載すること。  

（2）経壬塀高齢者診療科は、服喪、選助、栄典、日常生活等の1受†生民患に対する全身的   

な医学蕾琴を行う旨、患者に対して診療計画都こより丁率に説明を行い、患者の同   

意を得て、当吉長詩術計画芯を交付し、当音名三舎絞計画に基づき、必要な指為を行った  

場合に月1回を限度として許左する。なお、行った指導内容の要点を詮索挽こ記促   

するとともに、別紙様式l・l又はこれに準じた形式を参考にした文苔を用いて敗者に  

提供すろこと。  

（3）後期高除着診療抑ま、服喪、退助、崇拝、日常生活毎に関する総合的な治療首里  

に係る三多椴計画晋（診療計画憲の任式は、別紙様式15又はこれに基じた様式とす  

る。）を交付した月かち好定するものとする．交付の頻度は「3月に1匡Ⅰ程度を目   

途とするが、病状が安定し、診療計画に変更の必要がないと謹められる患者につい  

てIi、最長で1年間の診掠計画ぜを作成しても差し支えない。なお、交付した当眩  

診療計画魔の写しは診療録に添付しておくものとする。  

（4）第1【司目の後期高齢者診流出は、区分番号「AO OOJ初診料を節左した訊診の  

日又は退院の日の属する月においては、訂在できないものであろこと。ただし、同  

一月に入院日及び退院日がある月において、当百度入院日前に行った診府こついては、  

後期高齢者診療科を疑定できる  
（5）当栗蜃皆者の診力引こ際して行った第1部医芋管理等（区分袷号「BOO9J診肘＃  

相提供料（‖、区分番号JBO101≡参府1諸種提供料川）、区分番号「BO17」  

後期高齢者外来紹統括導料及び区分番号「BO18J後期函齢者終末那日談支援打  

を除く。），第3鉦検査（第5動こ規定する薬剤料及び弼6掛こ規定する特定保険  

医療材料睾＝こ係る酔用を除く。）、訴4卸節倹診断（第4前に規定する薬剤租及び  

範5茄に規定する特定保険医炉材損抑こ探る肌用を除く。）及び買9酢姓狂（第2  

節に規定する処置医療職器等加許、第3闇に規定する薬剤料及び第4節に規定する  

特定保険医柁材料料に係る禦用を除く．）の費用は全て所定点汝に富まれる．ただ  

し∴病状の急性憎悪時に寒梅した検査、画像診断及び処直のうち、それぞれの区分  

番号の所定点数（注加許を除く。）が5SO点以上のものについては別途事定できる。  

（6）病状の食性増脚引こ、区分番号の所定点数（注加算を除く。）が55q点以上の検  

査等を実施した場合は、その理由等を診療種別明細魔の材要綴に記厳すること。  

（7）次の項目を含む検奴等を定期的に策応し、その諾果を患者、家族等に恕切丁寧に  

説明し給癒計備に反映すること．ただし、鱒康診査において同じ項目の険査を行っ  

た精舎は、それらの結果を診療計画に反映することで差し支えない。  

ア 年2回以上の患者の基本的な日常生低能力、㍑知機能．意欲等についての生活  

放能を含んだ評価  
イ 年l回以上の身体計㈲（身長、体亀、比体迫をl佃左する．）  

り 年1回以上の検尿（随時に採取した尿について、舵、蛋白を測定する。）  

エ 年1回以上次の循錦器検束を行うこと  

（イ）心電図検査（安静哨の標準12吉発動L、脂回を記章景すること，）  

（ロ）血耐ヒ宇検蕊（LDLコレステロール、HDL－コレステロー’ル及び中  

（別紙様式14）  
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（Zl）別当外等の理由により他の保険医僚他聞を糞3会する精舎には、語群の状況を示す   

文事を交付する等十分な連状を回るとともに、当該他の保険医庶櫨関名を診碇操に  

記徹すること。  

（22）後期高齢者診療科を算定する保険医療扱閲の保険医にあっては、後期高齢者の！を  

暁に資する新しい知見等に関する可f修を受けるよう努めること。   

（23）綾川風鈴昔診柁料の罪定に当たっては、罪定の墓場となる指導及び診療が行われ  

たときに後期高齢者である患者であること。  
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「後期高齢者にふさわしノい匡痘げ〕実施状；兄調歪2」  

〔旨示］  

「診療報酬の非道方法 平成20年J生′生労働量告示宗5g号」   

B「118 ほ鼎汽齢苗にこにj即日詩文建一4  コロO．与  

圧 堤抜匡わ‡矧呈1の鰐、族匡が、般的に亘2めら九ている医学的知見に基づき巨  

衝を見込むこと′フ】燕Lいと判新した経期・缶齢着てある少者に対Lて、早計の  

「古】意を得て、右三宅≦汽iと；ヒ同し、患者及びその貢族等とともに、終ヌ、！附こブコけ  

る誇策方針宗主ついて十分に話し一台い、その戸＼】呑を文巷等によりとさ供Lた場  

合に 設者1人につき1回に限り訂定する－  

〔建長過払〕  
「粉砕紺瓢ノ「J汗左方iか届別電等に伴う宴栢⊥ザ虻．旨針頓について 保駄発言薫0コロ5001′二」  

B O18 経州南鈴音終末期相談王蛭川  

（1）猿矧ホ廉有終末期相談支抜出け、後期高齢者である患者が、終末き鋸こおいて1）す  

一Lした絞盛生活を送ることがてノきるよう、医師等の仔三横間院曜粗から遮り」な†毒穐〝J  

提供と説明がなされ それに基づいて悪者が医療従半音と話し合いを行い、患者が  

語末∫裾こおけか隠武こついて十分に理郎ナることを基本とした上で、三舎舵が1廷J・′ノら  

れることを目的としたものであること。  

（2）般的に㍊められてし、る蛭′印う知見に基づき終末期と保険医が判悌した着につい  

て、医師、竜三嗟帥その他の旺肘完】踪招穐が共宿し、聖者及びその葦族等ととも「  

㌃≧わ1円享「を富むも久末間におりる打碩について、「結末卿匡桔の決定プロセスに描け  

るガイ「ブイ′／ト（平症1り年5月21日医鞍発講052101＝引、「終／刷版鋸二闘  

守るガイドノインj 川本t弓師会）琴を葦考としこ、鞋者の十分打撃鋸を指ろた・」ノ  

に三占し告い、その〆l宣ナを文ミ】さ（亀子力某怖を′含む。）又は映像により記録した捏いこ（lJ  

下、こ♂ノ区宍に‡；いて【文；！；与」という。）に妄とめて提供した場合に．主Ii言㍍文1ケ：  

肴の提供虻にユいて後期き宕締着であも亀音l人につき1回にド艮り算定寸る。とりま  

とめた内聾の樫供に当たって交付した文、！；等の写しを診療矧こ標付すること 

（3）盛者Gリ十分加斜畔＝㌢舅しない場合又は建者の音禦が確認できない場合は，弄音  

の対数となちない．，よた、悪者J）自発的な音巴を鵜箆し、終末軋ヒ抑折した。生首て  

あるかr）といっ∴ ぐ梢絹江用撞に昔思の決定を迫ってはならないこと。  

（4）詣し合う内岩は、製花の病状、今後予想 れる病状の変化に加え、病状に異づく  

介】j享を含めた生活チ鱈、病状が急変した接合の括鋳等の実施の希望及び急変時の躍；  

送の壷望（吊望ノ‾る場合にあって′は搬送先グ）医戌モ機関等を富む。）るいうもの1‘ぁ  

ろこと。  

（5）なi、入院中の隼童に′ノいてに、悪者及び；亨躍写と占左し書いを行うことはP冨の  

言左如こ古いて呈▲′と安かつ当枕のこ●とであることから∴綺こ辿寺モして1時間り上に渡  

りこ占し告い左▲子「ったうえて、蓑一竃J）卜舅な阻絹をi■iること。  
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（6）時間の経過、．一里．首の病状の変化、匿写的三辛他の茫史、生店♂）禁「ヒに応じ丁 また 

悪者の雷思が変化するものであることに乳百して、その耶度説明l生首の十分な理   

齢を得ること，ただし．変更があった際の文王‡等の作成に仔う封・剛こつい〔は所定  

点故に含まれ、別に算定できない。  

（7）入院中の亀者については退院時又ほ死亡時、入院中以外のむ者lついてIL死亡時  

に帝石する。  

雪； ≠箋  連 1′包  

平成20年4月2さi日  

轄
 
 

1
1
1
ゝ
 
 
－
 
 
ノ
 
 

他方社会1呆険事務局長  

凱亘府県民生主管部（局）   

愚民健鰊保険主管課（部）匠  

都道府県高齢者医療主管釦（局）   

高齢者医療モ主管課（部）毘  

厚生芳勧省保懐眉侶鰯Ⅶ  

経期高齢者終末期相談支昆料の取掛パこついて  

標言Lについては、「診療録酬の主i正方法の制定等に伴う実施上の留意事項につい て  
（通知）」く平成20年3月5日保匡発第0305001号）により本草四月の診麻縄酬改正に  

伴う留意事項を定めたところであるが、当該項巨＝こついてとりまとめる文吉等の取扱  

い等はF記のとおりであるので、道標のないよう閑任者に対し周知徹底を回られたい。  

記  

後期高齢者終末期相談支抜出の算定にあたっては、病状が急変した場合の治療等に  

っいて，匡臥有言堕師その他の医繚関踪職種が共同し、貴著及びその家族等とともに  

話し合い、その内宕を文器等にとりまとめることとしているが、「診療報酬の算定方  

圧の制定等に伴う実施上の留吉事項について（通知）」（平成20年3月5日操医発第  

0305001号）にあるように、後期高齢者終末期相談支援料は、終末期においても安心し  

た原義生活を送ることができるよう、患者が終末期における簾藻について十分に理解  

することを基本とした上で診療が進縛られることを目的としたものであるため、患者  

の自発的な音思を尊重L、患者に意思の決定を迫ってはならず、病状が急変した場合  

の治療方釘や急変時の把送の希望等について、達者の希望が確認できない碍合筆には、  

「不明ト「未定j等とすることで差し支えないものである。  
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等に伴う某滝上の留吉事Ⅰ射二ついて」（平成20年3月5日仁畠民党弟0305001号保険局医痴課長   

追加）に康在すろとおり、聖者及びその家族等と終末期の㍑兼方針等について十分に話合いを   

行った上、喜吉合いの内容を取りまとめた文てげ等の提供を行った後、当3麦患者の退院時又は死亡   

時に算定されることとなっているものであるが、本年6月3∩日において既に患者及びその家族   

等に肯し当き身丈聾笛の提供を行った保険医疲扱関及び踪燐筑局については．当惑溜者にβ艮り，   

適用日以後も診療報酬における使州古跡者終末期相談支建材等を算定することができろことと   
したこと，  

く2）（1）と同軋 本年6月30日において既に利用者放びその支族苛に如し掛柳高齢者終末期相   

談文遥嫉益掛二焦る文器写の提供を行った訪問者…錨ステー∵ノヨンについてIi、当接利用者に限   

り、武田日以後も抜肌ホ齢者終末′卯摘萩支ほ療蓑貴を許定／ることができることとLたこと。  

（3）なぉ、当…互恵者及び当該利用者は．従前どおり、扱用日以後も作成した文王チ等の内容につい   

て．賃≡璧を本人の希望に沿って何度でレ行うことができること．  

保医薙第0ら30001号  

平成20年6月30日  

人
－
－
と
．
 
－
 
 

殿  

地方社会保険準裸馬足  
部道府県民生主管郎（局）   

良民銚康採郎主管課（誹）長  

掛棚主音部（同   

役州拓齢者匡諾主管洪（卸）長  

捏生労肌省保険局匡瞭誹生  

後三明高齢者終末期相談支嶽事斗等の挿話について  

本日、書受訴報酬の算定方法の部を蟄正する件（平成ヱ0年J璧生労働省告示；百349号）及び訪問邪：哩  

符牒豆■Iに係る指定訪l筒筍≡痙の炸用の偶の算定方法の一郎を改正する件（平成20年厚生利別省告示郡  

350号）が公布され、本年7月1日（以下 r適用日」という。）上り適用されることとなったところ  

である，   

滴用に当たっての日常T】；掛‾ヒ下記のとおりであるのて、モの取扱いに追弧の頑いよう開院者に斉＝J  

関知衛値を回ら九たい．  

記  

1 改正の内省  

（1）診療滞酬の算定方法（平成ZO年韓生労働宥彗示第59号）別表第一－医科診穐報示札・ユ故党第2酢  

区分番号B O181こ掲げる往抑霹l陥者終末柑l相談支援料並びに区分番号CO O5に掲げろ花篭  

患者訪問着誼▲指導料の注7及び区分番号CO O5－1－2に掲げる居住系施設入居者等訪問  

着≡堕・指教科の注7に規定する加界、別穀第二胎科移柁虹肌色敵炎第2革区分詐号8016に  

掲Ifる後期高齢者終末期f8談支援料並びに別表第三調剤哺自札気敵表第l都采2節区分番号19  

に掲げる故和布鈴音終末期相談支援科（以下†診舵俺酔‖こおける後期栴肺者終末拘卜相駁支援料  

等j という。）については、適用日をもって凍結し、別に牒生芳働大臣が定める日（現時点で  

は定められていない．）までは算定できないこととしたこと．  

（2）訪問者挽紋薬動こ係ろ指定訪問者言喋の‡や用の頬の算定方牲（平成20年厚生ク珊」省告示第67  

号）別表通則坑1号の4に規定すか猟期高齢者終末期拍頼ま珪藻素肌についてb、（1）と同  

様、適用日をもって凍結し、別に野生労帥大臣が定めるβ（現時点‾ぐは定められていない．）  

までl土算定できないこととしたこと。  

2 捲i白描蹟（別添参照）  

（＝ ∃別針緋洲こおけろ後川高齢虜粟牒朝昭描ほⅧ汁挿抹∵いては、r舘≠虚報別の節定方法の抑l在  
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